
第６８回
船橋市地域公共交通活性化協議会

令和７年１１月５日

資料４
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１．開会
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次 第

１．開 会

２．議事及び報告

（１）【議事】船橋市公共交通不便地域解消事業 令和８年度運行承認

（２）【報告】船橋市地域公共交通計画の事業評価及び部分改訂

（３）【報告】船橋市公共交通マップ（令和８年度版）の作成

（４）【報告】船橋市地域公共交通計画の主な取り組み
・バス・タクシー乗務員募集説明会の開催
・バス・タクシーワーキンググループの開催
・船橋駅南口の乗換案内整備
・坪井地区でのグリーンスローモビリティ実証運行

３．その他

・次回の開催

４．閉 会
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２．議事及び報告

（１）船橋市公共交通不便地域解消事業 令和８年度運行承認

議事



２．【議事及び報告】
（１）船橋市公共交通不便地域解消事業 令和８年度運行承認

公共交通不便地域解消事業箇所

船橋駅

津田沼駅

二和向台駅
馬込沢駅

田喜野井地区

丸山地区
八木が谷地区
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議事



令和７年度 公共交通不便地域解消事業の実施状況
（令和７年４～９月）

八木が谷線 丸山循環線 田喜野井線

収支率
（昨年度同時期）

53.6％
（66.9％）

73.7％
（110.8％）

42.4％
（56.5％）

１日あたり平均乗車人数 310人 435人 237人

50％を超えるための
1日あたり乗車人数

294人 299人 282人

乗車定員 33～35名 12名

現行運賃 180円 210円
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船橋市公共交通不便地域解消事業補助金交付要綱 第７条第２項

毎年４月から９月までの結果が運行経費の５０％を運賃収入等により確保できなかった場合、改善点
等を検討し、運行経費の５０％を運賃収入等により確保するようにする。２年連続で、４月から９月ま
での結果が運行経費の５０％を運賃収入等により確保できなかった場合は、運行を中止する。ただし、
災害その他やむを得ない事情があると市長が認める場合はこの限りではない。

２．【議事及び報告】
（１）船橋市公共交通不便地域解消事業 令和８年度運行承認

議事

田喜野井線：令和８年度に収支率５０％を確保するように改善点等を検討

・田喜野井地区住民、バス事業者、市の３者で協議を実施（計４回）
・運賃改定に向けた運賃協議分科会の開催について承認済（第６７回協議会）
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令和６年度 令和７年度 令和８年度

10 1 4 7 10 1 4 7 10 1

協議会等
スケジュール

（案）

公共交通
不便地域
解消事業

令和７年度の運行判断
▼

令和８年度の運行判断
▽

令和９年度の運行判断
▽

▼現在

▼協議会 ▼協議会 ▼協議会 ▼協議会 ▽協議会 ▽協議会 ▽協議会

▽運賃改定

▽運賃改定の申請

運賃改定のリミット
▼

地域との協議

▽【予定】運賃協議分科会▼1/24 ▼3/18

今後、運賃協議分科会を開催

２．【議事及び報告】
（１）船橋市公共交通不便地域解消事業 令和８年度運行承認

議事

▼8/20 ▼10/28

▼バス・タクシーWG

現行運賃 改定運賃（案）

－ 現行ダイヤ 減便ダイヤ

２１０円 ３５０円 ３００円

減便ダイヤ：利用者の少ない時間の続行便を減便
周辺の路線バス運賃：260円（令和７年３月１日改定）

大久保線…二宮神社～津田沼駅

田喜野井線のメリット：全員着席…安全性・快適性
習志野市域通過…速達性

▽協議会

・全国的に色々なものが値上がりしているので仕方ない ・値上がりしてでも運行を継続してほしい
・運賃の値上げだけでなく、他の対策も検討してほしい ・運行ダイヤの再検討をしてほしい

田喜野井線の収支改善策について（運賃改定）

▽協議会への報告

田喜野井線の令和８年度運行承認については、次回協議会でご審議いただきたい。

減便ダイヤで３００円
とすることで合意形成

地域住民の意見（8月20日・10月28日）

恒久的な対策の検討

10月28日
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船橋市公共交通不便地域解消事業について、
八木が谷線と丸山循環線を「令和８年度も運行継続」
するものとしてよろしいかお諮りいたします。

審議

２．【議事及び報告】
（１）船橋市公共交通不便地域解消事業 令和８年度運行承認

議事



（２）船橋市地域公共交通計画の事業評価及び部分改訂

9

報告

２．議事及び報告



船橋市地域公共交通計画の事業評価について

２．【議事及び報告】
（２）船橋市地域公共交通計画の事業評価及び部分改訂

報告

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

（地域公共交通計画の評価等）
第七条の二 地方公共団体は、地域公共交通計画を作成した場合においては、毎年度、当該地域公共交通計画の区域における
地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生に関する施策の実施の状況について
の調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、地域公共交通計画を変更するものとする。

２ 地方公共団体は、前項の調査、分析及び評価を行ったときは、速やかに、その結果を主務大臣に送付しなければならない。
３ 主務大臣は、前項の規定による送付を受けたときは、その送付に係る事項について、地方公共団体に対し、助言をするこ
とができる。

第２回

意見を正確に反映するため
に、関係者への照会を実施
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１１月 １２月 ２月１月

２．【議事及び報告】
（２）船橋市地域公共交通計画の事業評価及び部分改訂

報告

船橋市地域公共交通計画事業評価（第２回）スケジュール（案）

11対象期間：令和６年４月～令和７年１２月
評価内容：船橋市地域公共交通計画の各種取り組み
回答期限：別途通知（令和７年１２月中を予定）

事
前
送
付

１週間前



２．【議事及び報告】
（２）船橋市地域公共交通計画の事業評価及び部分改訂

報告

・バス路線の廃止・減便
・公共交通事業者の事業再編

交通状況の変化

船橋市の現状
現行の計画

乖離が発生 提案：船橋市地域公共交通計画の部分改訂

⇒コンサルティング会社への委託を検討

次回協議会で来年度予算（案）と合わせてご審議いただきたい。

専門的な知識など、ノウハウを有している者が関係者
に対して中立的な立場で企画・立案・調整する必要

船橋市地域公共交通計画の部分改訂について
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（３）船橋市公共交通マップ（令和８年度版）の作成

報告

２．議事及び報告
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時期 手続き等

令和７年２月 協議会（第６６回）での事業承認

令和７年７月
（公財）日本デザインナンバー財団へ

助成金の交付申請

令和７年１０月
マップ作成の業務委託契約

助成金の交付決定

令和７年１０月～ 市内交通事業者との調整

令和８年３月頃
公共交通マップの完成・送付

助成金の完了報告

令和８年４月以降※ 公共交通マップの配布開始

【スケジュール】

※令和８年４月１日の京成バス(株)再編を反映したものを作成

２．【議事及び報告】
（３）船橋市公共交通マップ（令和８年度版）の作成

報告

・契約件名：船橋市公共交通マップ作成業務委託
・契 約 日：令和７年１０月６日
・契約期限：令和８年３月１９日
・契 約 額：１，３７５，０００円
・作成部数：１０，０００部
・配布箇所：市内の公共施設、観光案内所、観光施設 等

【委託先】一般社団法人船橋市観光協会
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（４）船橋市地域公共交通計画の
主な取り組み

15

２．議事及び報告

報告



２．【議事及び報告】
（４）船橋市地域公共交通計画の主な取り組み

第５回 バス・タクシー乗務員
募集説明会を開催

〇開催予定日時
令和７年１０月１１日（土）ＡＭ

〇会場
市川市全日警ホール

〇主催
市川市公共交通協議会
船橋市地域公共交通活性化協議会

〇参加事業者
市川市内・船橋市内運行バス事業者４社
市川市内・船橋市内タクシー事業者８社
千葉県タクシー協会京葉支部

○来場者
１２名 （前回２７名）

取り組み３-１ 連携強化
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第６回は令和８年２月２８日（土）
市川市公共交通協議会と合同で
「きららホール」にて開催予定



２．【議事及び報告】
（４）船橋市地域公共交通計画の主な取り組み

取り組み３-１
連携強化、運行支援の検討

17

バス・タクシーワーキンググループを開催しました

日 時：令和７年９月３日（水）１４時～

出席者：➢バス関連
京成バス・京成バス千葉ウエスト・京成バス千葉セントラル
➢タクシー関連
千葉県タクシー協会京葉支部、京成タクシーセントラル、丸十タクシー

議 題：公共交通不便地域解消事業（田喜野井線）の運賃改定について
バス・タクシー乗務員募集説明会について
レジル株式会社によるオンデマンド交通について
バス利用促進等総合対策事業補助金について
その他

補助金に関する意見
・バスカードではなくＩＣカード決済導入に対する補助の検討
・バス停上屋の整備に対する補助の拡大検討
・バス停上屋の修繕に対する補助の検討
・タクシー乗り場の上屋整備に対する補助の検討



２．【議事及び報告】
（４）船橋市地域公共交通計画の主な取り組み

取り組み１-１、４-２
主要ターミナルの分かりやすさ
来訪客への案内の充実

18

船橋駅南口の乗換案内整備

昨年度整備 既設の案内

18

今年度整備

ＪＲ側通路上 ＪＲ側通路上 京成側通路上



２．【議事及び報告】
（４）船橋市地域公共交通計画の主な取り組み

取り組み1-2、1-4、2-1
利便性向上・意識の醸成・
地域と考える継続的な取組

坪井地区でのグリーンスローモビリティの長期実証運行に着手予定です。

●令和６年度 坪井地区で１カ月間（運行日数：１１日）実証運行

〇令和７年度 坪井地区で令和８年２月より長期の実証運行に着手予定
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長期実証運行に向けて持続性のある制度設計を検討中

➢坪井地区グリーンスローモビリティ運行委員会との打合せ
・５月２９日、７月３０日、９月２日、９月３０日、１０月２９日

➢補助金関連
・１０月１０日付【国】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の交付決定
・１０月３１日付【県】地域公共交通「リ・デザイン」推進事業補助金の交付決定

基本的な枠組み

➢運行に関する決定
・運営組織の結成
・運行計画の策定
・運転者の募集
・車庫と充電施設の確保
・その他

地元運営組織 船橋市

➢車両の確保
➢運行に関する支援

・資料作成
・警察等協議
・運転者講習
・その他

協定等締結



３．その他
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・次回の開催



第６９回船橋市地域公共交通活性化協議会

【令和８年２月上旬頃を予定】

議題（案）

○船橋市公共交通不便地域解消事業（田喜野井線）の
運賃協議分科会結果及び令和８年度運行承認について

○船橋市地域公共交通計画の事業評価について

○令和８年度船橋市地域公共交通活性化協議会予算（案）について

○船橋市地域公共交通計画の一部改訂について

○その他

３．その他
次回の開催
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４．閉会
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